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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の筐体により回転可能に支持され紙葉状の媒体を周側面に巻き付けるドラムと、
　上記筐体により回転可能に支持されるリールと、
　上記ドラムにおける周側面の幅よりも短いテープ幅でなり、一端が上記リールに巻き付
けられると共に他端が上記ドラムの周側面に巻き付けられ、上記ドラムの回転に伴い、上
記筐体の外部から供給される上記媒体を当該ドラムの周側面との間に挟んで巻き付けるテ
ープと、
　上記テープの一面側から検出光を照射しその反対面側において当該検出光を受光するセ
ンサと、
　上記検出光の受光結果を基に上記ドラム及び上記リールの回転を制御する制御部と
　を具え、
　上記テープは、長手方向における上記リール側端部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少
なくとも一方に上記検出光を遮断する遮光領域を有し、長手方向における当該遮光領域以
外の全部分に当該遮光領域と異なる色彩又は文字、図形若しくは模様が付されている
　ことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項２】
　上記テープは、
　上記遮光領域以外の部分に当該遮光領域と異なる色彩又は文字、図形若しくは模様であ
って上記検出光を透過するものが付されている
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　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
【請求項３】
　上記筐体に対し回転する第２リールと、
　上記ドラムの周側面よりも短いテープ幅でなり、一端が上記第２リールに巻き付けられ
ると共に他端が上記ドラムの周側面における上記テープと重ならない箇所に巻き付けられ
、上記ドラムの回転に伴い、上記テープと共に上記媒体を当該ドラムの周側面との間に挟
んで巻き付ける第２テープと
　をさらに具え、
　上記テープ及び上記第２テープの少なくとも一方は、長手方向における上記リール側端
部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少なくとも一方に上記検出光を遮断する遮光領域を有
し、長手方向における当該遮光領域以外の全部分に当該遮光領域と異なる色彩又は文字、
図形若しくは模様が付されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
【請求項４】
　上記テープ及び上記第２テープは、
　付された色彩又は文字、図形若しくは模様が互いに相違する
　ことを特徴とする請求項３に記載の媒体処理装置。
【請求項５】
　上記筐体に対し回転する下側リールと、
　上記ドラムの周側面よりも短いテープ幅でなり、一端が上記下側リールに巻き付けられ
ると共に他端が上記ドラムの周側面における上記テープの内側に巻き付けられ、上記ドラ
ムの回転に伴い、上記媒体を上記テープとの間に挟んで上記ドラムの周側面に巻き付ける
下側テープと
　をさらに具え、
　上記テープ及び上記下側テープの少なくとも一方は、長手方向における上記リール側端
部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少なくとも一方に上記検出光を遮断する遮光領域を有
し、長手方向における当該遮光領域以外の全部分に当該遮光領域と異なる色彩又は文字、
図形若しくは模様が付されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
【請求項６】
　上記テープ及び上記下側テープは、
　付された色彩又は文字、図形若しくは模様が互いに相違する
　ことを特徴とする請求項５に記載の媒体処理装置。
【請求項７】
　上記テープは、
　上記媒体処理装置に用いられる他の部品に対し識別性の高い色彩又は文字、図形若しく
は模様が付されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
【請求項８】
　上記テープは、
　長手方向における位置に応じて色彩又は文字、図形若しくは模様を相違させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
【請求項９】
　所定の筐体により回転可能に支持され紙葉状の媒体を周側面に巻き付けるドラムと、
　上記筐体により回転可能に支持されるリールと、
　上記ドラムにおける周側面の幅よりも短いテープ幅でなり、一端が上記リールに巻き付
けられると共に他端が上記ドラムの周側面に巻き付けられ、上記ドラムの回転に伴い、上
記筐体の外部から供給される上記媒体を当該ドラムの周側面との間に挟んで巻き付けるテ
ープと、
　上記テープの一面側から検出光を照射しその反対面側において当該検出光を受光するセ
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ンサと、
　上記検出光の受光結果を基に上記ドラム及び上記リールの回転を制御する制御部と
　を具え、
　上記テープは、長手方向における上記リール側端部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少
なくとも一方に上記検出光を遮断する遮光領域を有し、長手方向における当該遮光領域以
外の全部分のうち幅方向における上記検出光の照射箇所を除いた非照射領域に、少なくと
も色彩又は文字、図形若しくは模様であって上記検出光を遮光するものが付されている
　ことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項１０】
　所定の筐体により回転可能に支持され紙葉状の媒体を周側面に巻き付けるドラムと、
　上記筐体により回転可能に支持されるリールと、
　上記ドラムにおける周側面の幅よりも短いテープ幅でなり、一端が上記リールに巻き付
けられると共に他端が上記ドラムの周側面に巻き付けられ、上記ドラムの回転に伴い、上
記筐体の外部から供給される上記媒体を当該ドラムの周側面との間に挟んで巻き付けるテ
ープと、
　上記テープの一面側から検出光を照射しその反対面側において当該検出光を受光するセ
ンサと、
　上記検出光の受光結果を基に上記ドラム及び上記リールの回転を制御する制御部と
　を具え、
　上記テープは、長手方向における上記リール側端部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少
なくとも一方において当該テープの長手方向に沿って所定のパターンを形成するよう、上
記検出光を透過する透過領域と上記検出光を遮光する遮光領域とが交互に配置され、上記
透過領域と上記遮光領域以外の部分に色彩又は文字、図形若しくは模様が付されている
　ことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項１１】
　上記テープは、
　上記リール側端部近傍と上記ドラム側端部近傍とで上記パターンが互いに相違する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の媒体処理装置。
【請求項１２】
　所定の筐体により回転可能に支持され紙葉状の媒体を周側面に巻き付けるドラムと、
　上記筐体により回転可能に支持されるリールと、
　上記ドラムにおける周側面の幅よりも短いテープ幅でなり、一端が上記リールに巻き付
けられると共に他端が上記ドラムの周側面に巻き付けられ、上記ドラムの回転に伴い、上
記筐体の外部から供給される上記媒体を当該ドラムの周側面との間に挟んで巻き付けるテ
ープと、
　上記テープの一面側から検出光を照射しその反対面側において当該検出光を受光するセ
ンサと、
　上記検出光の受光結果を基に上記ドラム及び上記リールの回転を制御する制御部と
　を具え、
　上記テープは、長手方向における位置に応じて色彩又は文字、図形若しくは模様を相違
させ、上記ドラムと上記リールとの間を走行する際に目視されると色彩又は文字、図形若
しくは模様が動いて見えるよう、当該色彩又は文字、図形若しくは模様が付されている
　ことを特徴とする媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体処理装置に関し、例えば紙幣等の媒体を投入して所望の取引を行う現金
自動預払機（ＡＴＭ）等に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、金融機関等で使用される現金自動預払機等においては、顧客との取引内容に応じ
て、例えば顧客に紙幣や硬貨等の現金を入金させ、また顧客へ現金を出金するようになさ
れている。
【０００３】
　現金自動預払機としては、例えば顧客との間で紙幣の授受を行う紙幣入出金口と、投入
された紙幣の金種及び真偽を鑑別する鑑別部と、投入された紙幣を一時的に保留する一時
保留部と、金種ごとに紙幣を格納する金種カセットとを有するものが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この現金自動預払機は、入金取引において、顧客が紙幣入出金口に紙幣を投入すると、
投入された紙幣を鑑別部で鑑別し、正常紙幣と鑑別された紙幣を一時保留部で保留する一
方、取引すべきでないと鑑別された紙幣を紙幣入出金口へ戻して顧客に返却する。続いて
現金自動預払機は、顧客により入金金額が確定されると、一時保留部に保留した紙幣の金
種を鑑別部により再鑑別し、鑑別された金種に応じて各金種カセットへ収納する。
【０００５】
　一時保留部としては、例えば回転する円筒状のドラム及び２本の長いテープを有し、各
テープの一端をドラムの周側面に重ねるように固定したものが提案されている（例えば、
特許文献２参照）。
【０００６】
　この一時保留部は、鑑別部等から順次搬送されてくる紙幣を２本のテープにより両面か
ら挟み、ドラムを回転させてそのまま周側面に巻き付けることにより、多数の紙幣を一時
的に保留するようになされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－２９２１公報（第１図）
【特許文献２】特開２０１０－１１２３公報（第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した一時保留部に用いられるテープは、ドラムの周側面に重ねて巻き付けられるた
めに薄さが要求され、また一時保留部内でリール等により様々な方向へ折り返されながら
走行するために柔らかさも要求される。
【０００９】
　このためテープは、例えば樹脂材料等により薄くかつ柔らかく構成され、また無色透明
であることが多い。しかしながらこのようなテープは、どうしても強度が低くなってしま
い、また人の目による視認が困難になってしまう。
【００１０】
　ところで一時保留部は、保守作業時に、保守作業者により様々な作業が行われる。この
とき保守作業者は、無色透明なテープを正しく視認できないことがあり、不用意に手や工
具、或いは部品等を当該テープに接触等させて損傷させ、新たな障害を引き起こして作業
を増加させてしまうおそれがあった。
【００１１】
　また一時保留部では、このようなテープの損傷を防止するべく、保守作業者が保守作業
時の動作に過大な注意を払う必要があり、その結果として作業性が低下してしまう、とい
う問題があった。
【００１２】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、保守作業の作業性を高め得る媒体処理装
置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　かかる課題を解決するため本発明の媒体処理装置においては、所定の筐体により回転可
能に支持され紙葉状の媒体を周側面に巻き付けるドラムと、筐体により回転可能に支持さ
れるリールと、ドラムにおける周側面の幅よりも短いテープ幅でなり、一端がリールに巻
き付けられると共に他端がドラムの周側面に巻き付けられ、ドラムの回転に伴い、筐体の
外部から供給される媒体を当該ドラムの周側面との間に挟んで巻き付けるテープと、テー
プの一面側から検出光を照射しその反対面側において当該検出光を受光するセンサと、検
出光の受光結果を基にドラム及びリールの回転を制御する制御部とを設け、テープは、長
手方向における上記リール側端部近傍又は上記ドラム側端部近傍の少なくとも一方に検出
光を遮断する遮光領域を有し、長手方向における当該遮光領域以外の全部分に当該遮光領
域と異なる色彩又は文字、図形若しくは模様が付されているようにした。
【００１４】
　本発明では、テープの長手方向における遮光領域以外の全部分に当該遮光領域と異なる
色彩又は文字、図形若しくは模様が付されたことにより、識別性が高まるため、保守作業
者が保守作業時に当該テープの存在やその位置を容易に視認でき、その存在を踏まえて各
種作業を行うことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、保守作業の作業性を高め得る媒体処理装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】現金自動預払機の構成を示す略線的斜視図である。
【図２】紙幣入出金機の構成を示す略線的側面図である。
【図３】一時保留部の外観構成を示す略線的斜視図である。
【図４】一時保留部の内部構成を示す略線的側面図である。
【図５】テープセンサの構成を示す略線的断面図である。
【図６】第１の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図７】第２の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図８】第３の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図９】第４の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１０】第５の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１１】第６の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１２】第７の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１３】第８の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１４】第９の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１５】第１０の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【図１６】他の実施の形態におけるテープの構成を示す略線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。
【００１８】
［１．第１の実施の形態］
［１－１．現金自動預払機の全体構成］
　図１に外観を示すように、現金自動預払機１は、箱状の筐体２を中心に構成されており
、例えば金融機関等に設置され、顧客との間で入金取引や出金取引等の現金に関する取引
を行うようになされている。
【００１９】
　筐体２は、その前側に顧客が対峙した状態で紙幣の投入やタッチパネルによる操作等を
しやすい箇所、すなわち前面の上部から上面に渡る部分が斜めに切り落とされたような形
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状となっており、この部分に接客部３が設けられている。
【００２０】
　接客部３は、顧客との間で現金や通帳等を直接やり取りすると共に、取引に関する情報
の通知や操作指示の受付を行うようになされており、カード入出口４、入出金口５、操作
表示部６、テンキー７、及びレシート発行口８が設けられている。
【００２１】
　カード入出口４は、キャッシュカード等の各種カードが挿入または排出される部分であ
る。カード入出口４の奥側には、各種カードに磁気記録された口座番号等の読み取りを行
うカード処理部（図示せず）が設けられている。
【００２２】
　入出金口５は、顧客が入金する紙幣が投入されると共に、顧客へ出金する紙幣が排出さ
れる部分である。また入出金口５は、シャッタを駆動することにより開放又は閉塞するよ
うになされている。因みに紙幣は、例えば長方形の紙で構成されている。
【００２３】
　操作表示部６は、取引に際して操作画面を表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
と、取引の種類の選択、暗証番号や取引金額等を入力するタッチパネルとが一体化されて
いる。
【００２４】
　テンキー７は、「０」～「９」の数字等の入力を受け付ける物理キーであり、暗証番号
や取引金額等の入力操作時に用いられるようになされている。
【００２５】
　レシート発行口８は、取引処理の終了時に取引内容等を印字したレシートを発行する部
分である。因みにレシート発行口８の奥側には、レシートに取引内容等を印字するレシー
ト処理部（図示せず）が設けられている。
【００２６】
　以下では、現金自動預払機１のうち顧客が対峙する側を前側とし、その反対を後側とし
、当該前側に対峙した顧客から見て左及び右をそれぞれ左側及び右側とし、さらに上側及
び下側を定義して説明する。
【００２７】
　筐体２内には、現金自動預払機１全体を統括制御する主制御部９や、紙幣に関する種々
の処理を行う紙幣入出金機１０等が設けられている。
【００２８】
　主制御部９は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）を中心に構成されてお
り、図示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等から所定のプログラムを読み出して実行する
ことにより、入金取引や出金取引等の種々の処理を行うようになされている。
【００２９】
　また主制御部９は、内部にＲＡＭ（Random Access Memory）、ハードディスクドライブ
やフラッシュメモリ等でなる記憶部９Ａを有しており、この記憶部９Ａに種々の情報を記
憶させるようになされている。
【００３０】
　因みに筐体２は、前面側やその後面側等の一部の側面が開閉可能な扉により構成されて
いる。すなわち筐体２は、顧客との間で現金に関する取引を行う取引動作時には、図１に
示したように各扉を閉塞することにより、紙幣入出金機１０内に収納している紙幣を保護
する。一方筐体２は、作業者等が保守作業を行う保守作業時には、必要に応じて各扉を開
放することにより、内部の各部に対する作業を容易に行わせ得るようになされている。
【００３１】
　紙幣入出金機１０は、図２に側面図を示すように、紙幣に関する種々の処理を行う複数
の部分が組み合わされた構成となっている。また紙幣入出金機１０の各部分は、紙幣制御
部１１により制御されるようになされている。
【００３２】
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　紙幣制御部１１は、主制御部９と同様、図示しないＣＰＵを中心に構成されており、図
示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等から所定のプログラムを読み出して実行することに
より、紙幣の搬送先を決定する処理等、種々の処理を行うようになされている。
【００３３】
　また紙幣制御部１１は、内部にＲＡＭ及びフラッシュメモリ等でなる記憶部１１Ａ（図
１）を有しており、この記憶部１１Ａに種々の情報を記憶させるようになされている。
【００３４】
　紙幣制御部１１は、例えば顧客が紙幣を入金する入金取引を行う場合、操作表示部６を
介して所定の操作入力を受け付けた後、入出金口５のシャッタを開いて入出金部１２内へ
紙幣を投入させる。
【００３５】
　入出金部１２は、収容器１２Ａに紙幣が投入されると、入出金口５のシャッタを閉じて
当該収容器１２Ａから紙幣を１枚ずつ取り出し、搬送部１３へ受け渡す。搬送部１３は、
長方形の紙葉状に構成された紙幣を短辺方向に沿って進行させ、鑑別部１４へ搬送する。
【００３６】
　鑑別部１４は、その内部で紙幣を搬送しながら、光学素子や磁気検出素子等を用いて当
該紙幣の金種及び真偽、並びに損傷の程度等を鑑別し、その鑑別結果を紙幣制御部１１へ
通知する。これに応じて紙幣制御部１１は、取得した鑑別結果に基づいていて当該紙幣の
搬送先を決定する。
【００３７】
　このとき搬送部１３は、鑑別部１４において正常紙幣と鑑別された紙幣を一時保留部１
５へ搬送する等して一時的に保留させる一方、取引すべきでないと鑑別されたリジェクト
紙幣を入出金部１２へ搬送して顧客に返却する。
【００３８】
　その後紙幣制御部１１は、操作表示部６を介して顧客に入金金額を確定させ、一時保留
部１５に保留している紙幣を搬送部１３により鑑別部１４へ搬送してその金種及び損傷の
程度等を鑑別させ、その鑑別結果を取得する。
【００３９】
　そして紙幣制御部１１は、紙幣の損傷の程度が大きければ、これを再利用すべきでない
紙幣として搬送部１３によりリジェクトカセット１６へ搬送して収納させ、損傷の程度が
小さければ、これを再利用すべき紙幣として搬送部１３により搬送させ、その金種に応じ
た紙幣カセット１７に収納させるようになされている。
【００４０】
［１－２．一時保留部の構成］
　図３に外観を示すように、一時保留部１５は、一時保留部筐体２０に各部品が取り付け
られた構成となっている。
【００４１】
　一時保留部筐体２０は、前側及び後側、左側及び右側、並びに下側といった外周の大部
分を隔壁とすることにより、当該隔壁に囲まれた内部空間２０Ａを形成している。また一
時保留部筐体２０の前側面下方には、内部空間２０Ａ内への紙幣の出入り口となる紙幣入
出孔２０Ｃが穿設されている。
【００４２】
　因みに一時保留部筐体２０の左側及び右側の隔壁内には、図示しないモータから後述す
るドラムやローラ等へ駆動力を伝達するためのギヤ等が内蔵されている。また一時保留部
筐体２０の左側面には、保守作業の際にドラムやローラ等を手動で回転させるための操作
ノブ２０Ｄが設けられている。
【００４３】
　図４は、一時保留部１５のうち紙幣の搬送及び保留に関する各部品を模式的に表した側
面図である。
【００４４】
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　一時保留部１５は、制御部２１により全体を制御するようになされている。制御部２１
は、主制御部９や紙幣制御部１１（図１）と同様、図示しないＣＰＵを中心に構成されて
おり、当該紙幣制御部１１等と連携しながら、図示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等か
ら所定のプログラムを読み出して実行することにより、ドラムの回転やテープの走行に関
する制御等、種々の処理を行うようになされている。
【００４５】
　また制御部２１は、内部にＲＡＭ及びフラッシュメモリ等でなる記憶部を有しており、
この記憶部に種々の情報を記憶させるようになされている。
【００４６】
　紙幣入出孔２０Ｃと内部空間２０Ａとの間には、紙幣を搬送する搬送路２２が形成され
ている。この搬送路２２では、図示しないモータからの駆動力が伝達されるローラ２３及
び従動するローラ２４により紙幣を紙幣入出孔２０Ｃ又は内部空間２０Ａへ向けて進行さ
せると共に、紙幣センサ２５により紙幣の有無等を検出するようになされている。
【００４７】
　内部空間２０Ａ内には、円筒状のドラム３１が設けられている。ドラム３１は、左右方
向に沿った回転軸３１Ｘを中心に巻取方向Ｒ１又は巻戻方向Ｒ２へ回転し得るように取り
付けられている。
【００４８】
　また一時保留部１５には、互いにほぼ同様に構成されたテープ走行系が左右それぞれに
１系統ずつ設けられている。各テープ走行系では、上側テープ及び下側テープの２本のテ
ープを走行させるようになされている。
【００４９】
　上側リール３２は、糸巻き状に構成されており、ドラム３１の上側における後方寄り且
つ左寄りの箇所に、ドラム３１の回転軸３１Ｘと平行な回転軸３２Ｘを中心に回転するよ
うに設けられている。この上側リール３２には、上側テープ３４が巻き付けられている。
【００５０】
　上側リール３３は、上側リール３２と同様に構成されており、当該上側リール３２とほ
ぼ左右対称となる後方寄り且つ右寄りの箇所に、当該上側リール３２と共通の回転軸３２
Ｘを中心に回転するように設けられている。この上側リール３３には、上側テープ３５が
巻き付けられている。
【００５１】
　上側テープ３４及び３５は、いずれも薄いフィルム状の樹脂でなり、そのテープ幅が紙
幣の長辺よりも十分に短くなっている。また上側テープ３４及び３５は、長手方向に十分
な長さを有している。
【００５２】
　上側リール３２及び３３から見てドラム３１よりも前側には、ドラム３１の回転軸３１
Ｘと平行なシャフト３６Ｘに挿通されたプーリ３６及び３７がそれぞれ設けられている。
【００５３】
　上側リール３２とプーリ３６との間には、上側テープ３４の状態を検出するテープセン
サ３８が設けられており、上側リール３３とプーリ３７との間には、上側テープ３５の状
態を検出するテープセンサ３９が設けられている。
【００５４】
　テープセンサ３８は、図５に示すように、上側テープ３４の上側に位置する発光部３８
Ａと、当該上側テープ３４の下側に位置する受光部３８Ｂとにより構成されている。これ
と同様にテープセンサ３９は、図５に示すように、上側テープ３５の上側に位置する発光
部３９Ａと、当該上側テープ３５の下側に位置する受光部３９Ｂとにより構成されている
。
【００５５】
　発光部３８Ａ及び３９Ａは、それぞれ受光部３８Ｂ及び３９Ｂへ向けて所定の検出光を
照射する。受光部３８Ｂ及び３９Ｂは、上側テープ３４及び３５を介して検出光を受光し
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、その受光結果に基づく受光信号を制御部２１へ通知するようになされている。
【００５６】
　上側リール３２及び３３からそれぞれ引き出された上側テープ３４及び３５は、それぞ
れ前方向へ掛け渡され、テープセンサ３８及び３９により状態を検出された後、プーリ３
６及び３７を介して引き回されることによりそれぞれ後方向へ折り返される。
【００５７】
　さらに上側テープ３４及び３５は、ローラ４０等を介して適宜折り返された上で、さら
に図示しないローラによりそれぞれドラム３１に押し当てられており、その一端が当該ド
ラム３１に固定されている。
【００５８】
　また上側リール３２及び３３は、図示しないテンションスプリングにより、上側テープ
３４及び３５を巻き取る方向である巻取方向Ｓ１へそれぞれ付勢されている。これにより
一時保留部１５は、上側テープ３４及び３５に対し常に所定の張力を持たせるようになさ
れている。
【００５９】
　因みに一時保留部１５では、敢えて上側リール３２及び３３をドラム３１よりも後方寄
りの位置に設けた上で、当該上側リール３２及び３３とプーリ３６及び３７との間で上側
テープ３４及び３５を前方へ走行させ、当該プーリ３６及び３７によって当該上側テープ
３４及び３５を後方へ折り返している。
【００６０】
　これにより一時保留部１５は、上側リール３２及び３３と現金自動預払機１内における
他の機構等との干渉を回避でき、また後述するようにドラム３１の近傍において上側テー
プ３４及び３５を前方から後方へ向けて走行させることができる。
【００６１】
　下側リール４１は、上側リール３２と同様の糸巻き状に構成されており、当該上側リー
ル３２の下方、すなわちドラム３１の下側における後方寄り且つ左寄りの箇所に、ドラム
３１の回転軸３１Ｘと平行な回転軸４１Ｘを中心に回転し得るように設けられている。
【００６２】
　この下側リール４１には、上側テープ３４と同様に構成された下側テープ４３が巻き付
けられている。因みに下側リール４１における下側テープ４３の巻付方向は、上側リール
３２における上側テープ３４の巻付方向とは反対となっている。
【００６３】
　下側リール４２は、下側リール４１と同様に構成されており、当該下側リール４１とほ
ぼ左右対称となる後方寄り且つ右寄りの箇所に、当該下側リール４１と共通の回転軸４１
Ｘを中心に回転するように設けられている。この下側リール４２には、下側テープ４３と
同様の下側テープ４４が巻き付けられている。
【００６４】
　下側リール４１及び４２の前方には、ドラム３１の回転軸３１Ｘと平行な回転軸４５Ｘ
を中心に回転するプーリ４５及び４６がそれぞれ設けられている。
【００６５】
　下側リール４１とプーリ４５との間には、テープセンサ３８と同様のテープセンサ４７
が設けられており、下側リール４２とプーリ４６との間には、テープセンサ３９と同様の
テープセンサ４８が設けられている。
【００６６】
　下側リール４１及び４２から引き出された下側テープ４３及び４４は、それぞれ前方向
へ渡され、テープセンサ４７及び４８により状態を検出された後、プーリ４５及び４６を
介して引き回されることにより、それぞれ上方向へ向かう。さらに下側テープ４３及び４
４は、ローラ４９を介して後方向へ向かうと共にドラム３１に押し当てられ、その一端が
当該ドラム３１に固定される。
【００６７】
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　因みに一時保留部１５は、下側リール４１及び４２についても、上側リール３２及び３
３の場合と同様にドラム３１よりも後方寄りの位置に設けたことにより、現金自動預払機
１内の他の機構等との干渉を回避するようになされている。
【００６８】
　ここで下側テープ４３は、その先端がドラム３１の周側面における左寄りの箇所に固定
されている。また上側テープ３４は、その先端がドラム３１の外周面において当該下側テ
ープ４３の外周側に重なるように固定されている。
【００６９】
　また下側テープ４４は、その先端がドラム３１の周側面における右寄りの箇所、すなわ
ち下側テープ４３とほぼ左右対称となる箇所に固定されている。また上側テープ３５は、
その先端がドラム３１の外周面において当該下側テープ４４の外周側に重なるように固定
されている。
【００７０】
　かかる構成により一時保留部１５は、ドラム３１を巻取方向Ｒ１へ回転させると、その
周側面に下側テープ４３及び上側テープ３４を重ねると共に下側テープ４４及び上側テー
プ３５を重ねるようにして巻き付けていく。
【００７１】
　このとき一時保留部１５は、下側テープ４３及び４４と上側テープ３４及び３５との間
に紙幣を挟んでいれば、当該下側テープ４３及び４４並びに上側テープ３４及び３５と共
に当該紙幣をドラム３１の周側面に巻き付けることができる。
【００７２】
　このように一時保留部１５は、上側テープ３４及び３５並びに下側テープ４３及び４４
といった４本のテープを走行させることにより、紙幣をドラム３１の周側面に巻き付ける
ようになされている。
【００７３】
［１－３．テープの構成］
　図６に示すように、上側テープ３４は、全体的に着色されており、人の目から見てその
存在を容易に認識できるようになされている。
【００７４】
　この上側テープ３４の色彩は、一時保留部１５や現金自動預払機１内の他の部品等にお
ける金属部品の金属色、樹脂部品等の黒色や白色、或いは保守作業用に設けられた各種つ
まみ等に専用に付された色彩とは異なり、且つ紙幣の地色や印刷色に対しても識別しやす
い色彩が選択されている。
【００７５】
　また上側テープ３４は、透過性のある色彩が付されていることにより、テープセンサ３
８の発光部３８Ａから照射される検出光の一部を透過して受光部３８Ｂへ到達させるよう
になされている。具体的に上側テープ３４は、例えば透過性のある赤色となっている。
【００７６】
　さらに上側テープ３４のドラム３１に固定される一端側（以下これを始端側と呼ぶ）で
ある始端部３４Ｓと、上側リール３２に固定される一端側（以下これを終端側と呼ぶ）で
ある終端部３４Ｅとには、検出光を遮断する遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されている。
【００７７】
　このためテープセンサ３８の受光部３８Ｂは、上側テープ３４の両端を除いた中間部に
おいては検出光を受光する一方、始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅにおいては検出光を受光
しない。
【００７８】
　一方、上側テープ３５は、上側テープ３４とほぼ同様に構成されており、全般的に上側
テープ３４と同色に着色され、始端側の始端部３５Ｓに遮光領域ＳＨが形成されているも
のの、終端側の終端部３５Ｅには上側テープ３４の終端部３４Ｅと異なり遮光領域ＳＨが
形成されていない。
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【００７９】
　このためテープセンサ３９の受光部３９Ｂは、上側テープ３５の中間部及び終端部３５
Ｅにおいては検出光を受光する一方、始端部３５Ｓにおいては検出光を受光しない。
【００８０】
　制御部２１は、このようなテープセンサ３８及び３９の受光結果を基に、上側テープ３
４及び３５の長手方向の位置を認識するようになされている。
【００８１】
　すなわち制御部２１は、上側テープ３４及び３５の位置について、テープセンサ３８及
び３９の双方で検出光を受光すれば中間部であり、テープセンサ３９のみで検出光を受光
すれば終端部であり、いずれも検出光を受光しなければ始端部であると認識する。
【００８２】
　また下側テープ４３及び４４は、それぞれ上側テープ３４及び３５と同様に構成されて
いる。
【００８３】
　このため制御部２１は、下側テープ４３及び４４の位置について、テープセンサ４７及
び４８の双方で検出光を受光すれば中間部であり、テープセンサ４８のみで検出光を受光
すれば終端部であり、いずれも検出光を受光しなければ始端部であると認識する。
【００８４】
　因みに制御部２１は、このようなテープの位置に関する認識結果を基に、ドラム３１や
各リール等の回転を制御することにより、各テープに過剰な張力が加わり、或いは弛みが
生じることによる損傷を未然に防止しながら、当該ドラム３１への紙幣の巻き付けや巻き
戻し、或いは搬送等を行わせるようになされている。
【００８５】
［１－４．動作及び効果］
　以上の構成において、第１の実施の形態による一時保留部１５では、上側テープ３４及
び３５並びに下側テープ４３及び４４の中間部に、他の部品や紙幣に対し識別性を有する
色彩を付した。
【００８６】
　このため、一時保留部１５の保守作業等において、保守作業員が各テープを容易に視認
することができ、作業中に不用意に手、工具或いは部品等を各テープに接触させてしまう
危険性を大幅に低減でき、これにより各テープの損傷を未然に防止することができる。
【００８７】
　このことは、新たな障害の発生による復旧作業の増加を未然に防止することになるため
、保守作業における作業性を高めることに繋がる。
【００８８】
　また、現金自動預払機１において入金される紙幣は、折り癖や曲げ癖等を有することや
損傷していることがある。このため一時保留部１５では、例えばドラム３１の周側面に巻
き付けられた紙幣が一時保留部筐体２０のような周囲の部品等に引っかかり、詰まった状
態となることがあり、このとき各テープも紙幣と共に詰まり、さらには絡まってしまう恐
れがある。
【００８９】
　このようなとき、各テープが従来のように透明であった場合には、各テープの視認性が
低いことに伴い、保守作業員による各テープの状態の把握や各テープを正しい走行状態に
復旧する復旧作業等に困難が生じてしまうおそれがあった。
【００９０】
　この点において一時保留部１５では、各テープが着色されており、さらに一時保留部１
５や現金自動預払機１内の各部品と識別しやすく、且つ紙幣の地色や印刷色に対しても識
別しやすい色彩に選定されているため、保守作業員に対し他の部品や紙幣と容易に区別さ
せることができる。
【００９１】
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　すなわち一時保留部１５は、保守作業員に対する各テープの視認性を高めることができ
、保守作業員による各テープの状態の把握や各テープを正しい走行状態に復旧する復旧作
業等を容易化できるため、作業性を高めることができる。
【００９２】
　また一時保留部１５は、各テープの視認性が高まるために、その組立作業等においても
、作業員による組立作業の作業効率を高めることができ、また不具合の解析作業等におい
ても、その作業効率を高めることができる。
【００９３】
　さらに一時保留部１５は、各テープが一度切断され粘着テープ等により張り合わされて
いる場合にも、貼り合わせた箇所の色彩が他と相違することにより、その貼り合わせた箇
所を容易に識別することが可能となる。これにより、保守作業員に対し、この貼り合わせ
た箇所に適した保守作業を行わせることが容易となる。
【００９４】
　また各テープの中間部については、各テープセンサ、すなわちテープセンサ３８、３９
、４７及び４８の検出光の一部を透過するような色彩に着色した。
【００９５】
　これにより一時保留部１５は、各テープセンサにより遮光領域ＳＨの有無を正しく検出
して制御部２１により各テープの始端部及び終端部をそれぞれ正しく認識できると共に、
保守作業員等に対する各テープの視認性を高めることができる。
【００９６】
　以上の構成によれば、第１の実施の形態による一時保留部１５は、上側テープ３４及び
３５並びに下側テープ４３及び４４の中間部に、他の部品や紙幣に対し識別性を有すると
共にテープセンサ３８、３９、４７及び４８の検出光の一部を透過する色彩を付したこと
により、上側テープ３４及び３５並びに下側テープ４３及び４４それぞれの遮光領域ＳＨ
を正しく検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープ
の視認性を高めて保守作業の作業性を高めることができる。
【００９７】
［２．第２の実施の形態］
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ１３４及び１３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【００９８】
　上側テープ１３４は、図６と対応する図７に示すように、その中間部のうちテープセン
サ３８により検出光が照射されない非照射領域ＮＲが上側テープ３４と同様に着色されて
おり、当該検出光が照射される照射領域ＩＲが着色されず透明となっている。また上側テ
ープ１３４の始端部１３４Ｓ及び終端部１３４Ｅには、上側テープ３４と同様の遮光領域
ＳＨが形成されている。
【００９９】
　上側テープ１３４の中間部における非照射領域ＮＲは、比較的濃く視認性の高い色彩、
例えば濃い赤色に着色されている。
【０１００】
　上側テープ１３５は、その中間部及び終端部１３５Ｅのうち非照射領域ＮＲに上側テー
プ３５と同様の色彩が付されており、照射領域ＩＲに色彩が付されず透明となっている。
また上側テープ１３５の始端部１３５Ｓには、上側テープ３５と同様の遮光領域ＳＨが形
成されている。
【０１０１】
　以上の構成において、第２の実施の形態では、上側テープ１３４及び１３５の中間部に
おける非照射領域ＮＲに色彩を付した。
【０１０２】
　これにより第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様、保守作業等において保守
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作業員が各テープを容易に視認することができるので、保守作業における作業性を高める
ことができる。
【０１０３】
　特にこの第２の実施の形態では、照射領域ＩＲを除いた非照射領域ＮＲにのみ色彩を付
したため、その色彩について、各テープセンサによる検出光の透過性を考慮する必要が無
い。このため第２の実施の形態では、濃い色彩を選択することができるので、第１の実施
の形態よりも視認性を高めることが可能となる。
【０１０４】
　また第２の実施の形態では、照射領域ＩＲに色彩を付さず透明としたため、検出光を良
好に透過させることができ、これに伴い遮光領域ＳＨの有無を確実に検出できるので、各
テープの始端部及び終端部を精度良く認識することができる。
【０１０５】
　その他の点についても、この第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１０６】
　以上の構成によれば、第２の実施の形態では、上側テープ１３４及び１３５の中間部に
おける非照射領域ＮＲに他の部品や紙幣に対し識別性を有する色彩を付した一方、照射領
域ＩＲに色彩を付さず透明としたことにより、テープセンサ３８及び３９により遮光領域
ＳＨの有無を確実に検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対す
る各テープの視認性を高めて保守作業の作業性を高めることができる。
【０１０７】
［３．第３の実施の形態］
　第３の実施の形態では、第２の実施の形態と比較して、上側テープ１３４及び１３５に
代わる上側テープ２３４及び２３５を有する点が相違するものの、他の部分については同
様に構成されている。
【０１０８】
　上側テープ２３４は、図７と対応する図８に示すように、上側テープ１３４と同様、そ
の中間部のうち非照射領域ＮＲが比較的濃く視認性の高い色彩に着色され、照射領域ＩＲ
が着色されず透明となっている。
【０１０９】
　上側テープ２３４の始端部２３４Ｓには、第２の実施の形態と異なり、長手方向に沿っ
て遮光領域ＳＨが所定のパターンを構成するように断続的に形成されている。また終端部
２３４Ｅには、長手方向に沿って遮光領域ＳＨが始端部２３４Ｓと異なるパターンを構成
するように断続的に形成されている。
【０１１０】
　このためテープセンサ３８は、走行する上側テープ２３４の始端部２３４Ｓ及び終端部
２３４Ｅにおいて、それぞれの遮光領域ＳＨに応じたパターンの受光信号を生成し、これ
を制御部２１へ送出する。
【０１１１】
　上側テープ２３５は、その中間部及び終端部２３５Ｅのうち非照射領域ＮＲに上側テー
プ３５と同様の色彩が付されており、照射領域ＩＲに色彩が付されず透明となっている。
また上側テープ２３５の始端部２３５Ｓには、上側テープ２３４の始端部２３４Ｓと同様
に、遮光領域ＳＨが所定のパターンを構成するように断続的に形成されている。
【０１１２】
　このためテープセンサ３９は、走行する上側テープ２３５の始端部２３５Ｓにおいて、
遮光領域ＳＨに応じたパターンの受光信号を生成し、これを制御部２１へ送出する。
【０１１３】
　制御部２１は、予め始端部２３４Ｓ及び終端部２３４Ｅ並びに始端部２３５Ｓに対応し
た基準信号パターンを記憶しており、受光信号のパターンを基準信号パターンと比較する
ことにより、上側テープ２３４及び２３５の始端部及び終端部をそれぞれ認識する。
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【０１１４】
　以上の構成において、第３の実施の形態では、第２の実施の形態と同様、上側テープ２
３４及び２３５の中間部における非照射領域ＮＲに色彩を付し、照射領域ＩＲには色彩を
付さないようにした。
【０１１５】
　これにより第３の実施の形態では、第２の実施の形態と同様、保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができるので、保守作業における作業性を高める
ことができる。
【０１１６】
　また第３の実施の形態では、始端部２３４Ｓ及び終端部２３４Ｅ並びに始端部２３５Ｓ
にそれぞれ形成された遮光領域ＳＨのパターンを基に、上側テープ２３４及び２３５の始
端部及び終端部をそれぞれ認識する。
【０１１７】
　このため第３の実施の形態では、例えば上側テープ２３４の中間部に異物が付着してい
た場合に終端部として誤認識してしまうことや、各テープの長さが異なる場合に始端部を
終端部として誤認してしまうことを防止でき、上側テープ２３４及び２３５の始端部及び
終端部をそれぞれ高精度に認識することができる。
【０１１８】
　その他の点についても、この第３の実施の形態では、第２の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１１９】
　以上の構成によれば、第３の実施の形態では、上側テープ２３４及び２３５の中間部に
おける非照射領域ＮＲに他の部品や紙幣に対し識別性を有する色彩を付した一方、照射領
域ＩＲに色彩を付さず透明としたことにより、テープセンサ３８及び３９により遮光領域
ＳＨの有無を確実に検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対す
る各テープの視認性を高めて保守作業の作業性を高めることができ、さらに始端部２３４
Ｓ及び終端部２３４Ｅ並びに始端部２３５Ｓにそれぞれパターン化した遮光領域ＳＨを形
成したことにより、各テープの始端部及び終端部をそれぞれ高精度に認識することができ
る。
【０１２０】
［４．第４の実施の形態］
　第４の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ３３４及び３３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１２１】
　上側テープ３３４は、図６と対応する図９に示すように、上側テープ３４と同様に、中
間部に、他の部品や紙幣に対し識別性を有すると共に、テープセンサ３８の検出光を透過
することができる色彩が付されている。また上側テープ３３４の始端部３３４Ｓ及び終端
部３３４Ｅは、それぞれ始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様に遮光領域ＳＨが形成され
ている。
【０１２２】
　一方上側テープ３３５は、中間部及び後端部３３５Ｅにおいて上側テープ３３４の中間
部とは異なった色彩に着色されている。この上側テープ３３５の色彩は、他の部品や紙幣
に対し識別性を有すると共に、テープセンサ３９の検出光を透過することができる色彩で
あって、上側テープ３３４と異なるものが選定されている。また上側テープ３３５の始端
部３３５Ｓは、始端部３５Ｓと同様に遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１２３】
　以上の構成において、第４の実施の形態では、上側テープ３３４の中間部及び上側テー
プ３３５の中間部に互いに異なる色彩を付した。
【０１２４】
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　これにより第４の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができ、さらに色彩の違いから各テープを識別す
ることができる。
【０１２５】
　すなわち第４の実施の形態では、例えば上側テープ３３４及び３３５が互いに絡まった
場合であっても、互いのテープを確実に識別することができ、保守作業における作業性を
高めることができる。
【０１２６】
　その他の点についても、この第４の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１２７】
　以上の構成によれば、第４の実施の形態では、上側テープ３３４の中間部及び上側テー
プ３３５中間部に対し、互いに異なる色彩であって、且ついずれも他の部品や紙幣に対し
識別性を有すると共に各テープセンサの検出光を透過する色彩を付したことにより、テー
プセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確実に検出して始端部及び終端部を正
しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視認性を高め、且つテープ間における
識別性も高めて保守作業の作業性を高めることができる。
【０１２８】
［５．第５の実施の形態］
　第５の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ４３４及び４３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１２９】
　上側テープ４３４は、図６と対応する図１０に示すように、その中間部に、幅方向に沿
った直線が長手方向に繰り返し出現する縦縞模様が付されており、また始端部４３４Ｓ及
び終端部４３４Ｅに、始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様の遮光領域ＳＨがそれぞれ形
成されている。
【０１３０】
　この縦縞模様は、互いに異なる２の色彩が交互に付されることにより構成されているも
のの、いずれの色彩もテープセンサ３８の検出光を透過し得るよう選定されている。
【０１３１】
　またこの縦縞模様を構成する各色彩は、互いの明るさや色相等を相違させることにより
、互いに異なる色彩として視認されるよう、それぞれ選定されている。
【０１３２】
　上側テープ４３５は、その中間部及び終端部４３５Ｅに、長手方向に沿った直線が幅方
向に繰り返し出現する横縞模様が付されており、始端部４３５Ｓには、始端部３５Ｓと同
様の遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１３３】
　この横縞模様は、直線部分及び地色部分それぞれの色彩として、縦縞模様における直線
部分及び地色部分それぞれの色彩と同一の色彩が選定されている。
【０１３４】
　以上の構成において、第５の実施の形態では、上側テープ４３４の中間部に縦縞模様を
付し、上側テープ４３５の中間部に横縞模様を付した。また各縞模様を構成する直線部分
及び地色部分それぞれの色彩は、いずれも各テープセンサの検出光を透過する一方、人の
目により互いに異なる色彩として視認されるよう選定した。
【０１３５】
　これにより第６の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができ、さらに縞方向の違いから各テープを識別
することができる。
【０１３６】
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　またこの第５の実施の形態では、各テープに平行な直線の繰り返しである縞模様を付し
たことにより、例えば各テープの張力が本来よりも弱く弛んでいるような場合に、斜め方
向から見て縞模様の直線が歪み、或いは互いの間隔が不均一に見え、さらには接触若しく
は交差して見えることにより、その弛み等を容易に発見することができる。これにより第
５の実施の形態では、保守作業時における調整不足等を未然に防止することができるので
、結果的にその作業性を高めることにも繋がる。
【０１３７】
　その他の点についても、この第５の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１３８】
　以上の構成によれば、第５の実施の形態では、上側テープ４３４の中間部に縦縞模様を
付し、上側テープ４３５の中間部に横縞模様を付し、各縞模様を構成する色彩を、人の目
に対する視認性が高い色彩と低い色彩とを組み合わせるように選定した。これにより第５
の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確実に検出し
て始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視認性を高め
て保守作業の作業性を高めることができる。
【０１３９】
［６．第６の実施の形態］
　第６の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ５３４及び５３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１４０】
　上側テープ５３４は、図６と対応する図１１に示すように、その中間部に、斜線が繰り
返し出現する斜め縞模様が付されており、また始端部５３４Ｓ及び終端部５３４Ｅには、
始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様の遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されている。
【０１４１】
　この斜め縞模様は、第５の実施の形態における縦縞模様及び横縞模様と同様、互いに異
なる２の色彩が交互に付されることにより構成されているものの、いずれもテープセンサ
３８の検出光を透過し得る色彩に選定されている。
【０１４２】
　またこの斜め縞模様を構成する各色彩は、第５の実施の形態と同様、互いの明るさや色
相等を相違させることにより、互いに異なる色彩として視認されるよう、それぞれ選定さ
れている。
【０１４３】
　上側テープ５３５は、その中間部及び終端部５３５Ｅに、互いに交差する直線が繰り返
し出現する交差縞模様が付されており、始端部５３５Ｓには、始端部３５Ｓと同様の遮光
領域ＳＨが形成されている。また交差縞模様は、上側テープ５３４の斜め縞模様と同一の
色彩が選定されている。
【０１４４】
　以上の構成において、第６の実施の形態では、上側テープ５３４の中間部に斜め縞模様
を付し、上側テープ５３５の中間部に交差縞模様を付した。また各縞模様を構成する直線
部分及び地色部分それぞれの色彩は、第５の実施の形態と同様、いずれも各テープセンサ
の検出光を透過する一方、人の目により互いに異なる色彩として視認されるよう選定した
。
【０１４５】
　これにより第６の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができ、さらに第５の実施の形態と同様に縞模様
の構成の違いから各テープを識別することができる。
【０１４６】
　またこの第６の実施の形態では、第５の実施の形態と同様に各テープに互いに平行な直
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線の繰り返しである縞模様を付したことにより、その弛み等を容易に発見することができ
、保守作業時における調整不足等を未然に防止することができるので、結果的にその作業
性を高めることにも繋がる。
【０１４７】
　その他の点についても、この第６の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１４８】
　以上の構成によれば、第６の実施の形態では、上側テープ５３４の中間部に斜め縞模様
を付し、上側テープ５３５の中間部に交差縞模様を付し、各縞模様を構成する色彩を、人
の目に対する視認性が高い色彩と低い色彩とを組み合わせるように選定した。これにより
第６の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確実に検
出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視認性を
高めて保守作業の作業性を高めることができる。
【０１４９】
［７．第７の実施の形態］
　第７の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ６３４及び６３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１５０】
　上側テープ６３４は、図６と対応する図１２に示すように、その中間部に、始端部６３
４Ｓ及び終端部６３４Ｅの間で段階的に切り替わるように、すなわち長手方向における位
置に応じて異なる複数の色彩が付され、また始端部６３４Ｓ及び終端部６３４Ｅに、始端
部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様の遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されている。
【０１５１】
　上側テープ６３４の中間部に付された各色彩は、いずれも他の部品や紙幣に対し識別性
を有すると共に、テープセンサ３８の検出光を透過する色彩が選定されている。またこれ
らの色彩は、その出現順序が保守作業員に知られており、且つ各色彩の範囲がおおむねド
ラム３１に巻き付けた紙幣の所定枚数分に相当する長さ（例えば１０枚分等）ごとに切り
替えられている。
【０１５２】
　上側テープ６３５は、その中間部に、上側テープ６３４の中間部と同様に、長手方向の
始端部６３５Ｓ及び終端部６３５Ｅの間で段階的に切り替わるように複数の色彩が付され
ており、また始端部６３５Ｓに始端部３５Ｓと同様の遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１５３】
　以上の構成において、第７の実施の形態では、上側テープ６３４及び６３５の中間部に
、始端部と終端部との間で段階的に切り替わるように複数の色彩を付した。
【０１５４】
　これにより第７の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができ、さらに色彩の違いを基に、各テープの始
端部又は終端部からの紙幣の枚数に換算したおおよその長さや、ドラム３１に巻き付けら
れている紙幣のおおよその枚数を識別することができる。
【０１５５】
　すなわち第７の実施の形態では、例えば各テープが紙幣と共に詰まり、或いは絡まった
ような場合に、ドラム３１の周側面から引きはがし、また詰まった状態や絡まった状態を
ほぐして再び上側リール３２等に巻き取る作業が必要となるが、このとき各テープの始端
部又は終端部からのおおよその長さを把握できることにより、保守作業の見通しが立てや
すくなり、結果的に作業性を一段と高めることができる。
【０１５６】
　その他の点についても、この第７の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
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【０１５７】
　以上の構成によれば、第７の実施の形態では、上側テープ６３４及び６３５の中間部に
、始端部及び終端部の間で段階的に変化する色彩であって、且ついずれも他の部品や紙幣
に対し識別性を有すると共に各テープセンサの検出光を透過する色彩を付した。これによ
り第７の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確実に
検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視認性
を高め、且つ始端部又は終端部からのおおよその長さも把握させて保守作業の作業性を高
めることができる。
【０１５８】
［８．第８の実施の形態］
　第８の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ７３４及び７３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１５９】
　上側テープ７３４は、図６と対応する図１３に示すように、その中間部に、始端部７３
４Ｓから終端部７３４Ｅへ向けて連続する数字ＮＭが長手方向に沿って所定間隔ごとに付
され、また始端部７３４Ｓ及び終端部７３４Ｅに、始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様
の遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されている。
【０１６０】
　上側テープ７３５は、上側テープ７３４と同様、その中間部に、始端部７３５Ｓから終
端部７３５Ｅへ向けて連続する数字ＮＭが長手方向に沿って所定間隔ごとに付され、また
始端部７３５Ｓに、始端部３５Ｓと同様の遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１６１】
　上側テープ７３４及び７３５の各中間部は、地色部分が透明となっており、数字ＮＭに
他の部品や紙幣に対し識別性が強いことにより人の目に対する視認性が高い色彩が付され
ている。
【０１６２】
　また数字ＮＭは、幅方向に関し、テープセンサ３８及び３９による検出光の照射箇所か
ら外れた位置（すなわち第２の実施の形態における非照射領域ＮＲ）にそれぞれ付されて
おり、長手方向に関し、ドラム３１に巻き付ける紙幣の１枚ごとの周期とほぼ同等の間隔
ごとに付されている。
【０１６３】
　以上の構成において、第８の実施の形態では、上側テープ７３４及び７３５の中間部に
、長手方向の始端側から終端側に向けて連続する数字ＮＭを所定間隔ごとに付した。
【０１６４】
　これにより第８の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができ、さらに数字ＮＭを基に、各テープの始端
部又は終端部からの紙幣の枚数に換算したおおよその長さや、ドラム３１に巻き付けられ
ている紙幣のおおよその枚数を識別することができる。
【０１６５】
　すなわち第８の実施の形態では、例えば各テープが紙幣と共に詰まり、或いは絡まった
ような場合に、第７の実施の形態と同様、各テープの始端部又は終端部からのおおよその
長さを把握できることにより、保守作業の見通しが立てやすくなり、結果的に作業性を一
段と高めることができる。
【０１６６】
　また第８の実施の形態では、各テープの地色を透明とし、数字ＮＭをテープセンサ３８
及び３９による検出光の照射箇所から外れた位置に付したことにより、当該数字ＮＭにつ
いて、当該検出光の透過性を考慮することなく、視認性の高い色彩を採用することができ
る。
【０１６７】
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　その他の点についても、この第８の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏し得る。
【０１６８】
　以上の構成によれば、第８の実施の形態では、上側テープ７３４及び７３５の中間部に
おいて、地色を透明とし、識別性の高い色彩でなり長手方向の始端部から終端部に向かっ
て連続する数字ＮＭを、各テープセンサの検出光の照射位置を避けた位置に付した。これ
により第８の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確
実に検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視
認性を高め、且つ始端部又は終端部からのおおよその長さやドラム３１に巻き付けられて
いる紙幣の枚数も把握させて、保守作業の作業性を高めることができる。
【０１６９】
［９．第９の実施の形態］
　第９の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代わ
る上側テープ８３４及び８３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様に
構成されている。
【０１７０】
　上側テープ８３４は、図６と対応する図１４に示すように、その中間部に、始端部８３
４Ｓと終端部８３４Ｅとの間に楕円形状のマークＭＫが長手方向に沿って所定間隔ごとに
付され、また始端部７３４Ｓ及び終端部７３４Ｅに、始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同
様の遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されている。
【０１７１】
　上側テープ８３５は、上側テープ８３４と同様、その中間部に、始端部８３５Ｓと終端
部８３５Ｅとの間にマークＭＫが長手方向に沿って所定間隔ごとに付され、また始端部８
３５Ｓに、始端部３５Ｓと同様の遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１７２】
　上側テープ８３４及び８３５の各中間部は、地色部分が透明となっており、マークＭＫ
に他の部品や紙幣に対し識別性が強いことにより人の目に対する視認性が高い色彩が付さ
れている。
【０１７３】
　因みにマークＭＫとしては、図１４に示したような単純な図形に限らず、複雑な図形や
文字、文字と図形との組み合わせ、あるいや企業や商品・役務等の標章を用いても良い。
【０１７４】
　またマークＭＫは、第８の実施の形態における数字ＮＭと同様、幅方向に関し、テープ
センサ３８及び３９による検出光の照射箇所から外れた位置にそれぞれ付されている。
【０１７５】
　以上の構成において、第９の実施の形態では、上側テープ８３４及び８３５の中間部に
、始端部及び終端部の間にマークＭＫを所定間隔ごとに付した。
【０１７６】
　これにより第９の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保守
作業員が各テープを容易に視認することができる。
【０１７７】
　また第９の実施の形態では、各テープの地色を透明とし、マークＭＫをテープセンサ３
８及び３９による検出光の照射箇所から外れた位置に付したことにより、当該マークＭＫ
について、当該検出光の透過性を考慮することなく、視認性の高い色彩を採用することが
できる。
【０１７８】
　またマークＭＫとして企業や商品の標章を付した場合には、宣伝効果も期待することが
できる。
【０１７９】
　その他の点についても、この第９の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用効
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果を奏し得る。
【０１８０】
　以上の構成によれば、第９の実施の形態では、上側テープ８３４及び８３５の中間部に
おいて、地色を透明とし、識別性の高い色彩でなり長手方向の始端部及び終端部の間にマ
ークＭＫを、各テープセンサの検出光の照射位置を避けた位置に付した。これにより第９
の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を確実に検出し
て始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの視認性を高め
、保守作業の作業性を高めることができる。
【０１８１】
［１０．第１０の実施の形態］
　第１０の実施の形態では、第１の実施の形態と比較して、上側テープ３４及び３５に代
わる上側テープ９３４及び９３５を有する点が相違するものの、他の部分については同様
に構成されている。
【０１８２】
　上側テープ９３４は、図６と対応する図１５に示すように、その中間部に、長手方向に
沿って徐々に変化する変化模様ＣＰが連続的に付され、また始端部９３４Ｓ及び終端部９
３４Ｅに、始端部３４Ｓ及び終端部３４Ｅと同様の遮光領域ＳＨがそれぞれ形成されてい
る。
【０１８３】
　上側テープ９３５は、上側テープ９３４と同様、その中間部に、長手方向に沿って徐々
に変化する変化模様ＣＰが連続的に付され、また始端部９３５Ｓに、始端部３５Ｓと同様
の遮光領域ＳＨが形成されている。
【０１８４】
　上側テープ９３４及び９３５の各中間部は、地色部分が透明となっており、変化模様Ｃ
Ｐに他の部品や紙幣に対し識別性が強いことにより人の目に対する視認性が高い色彩が付
されている。
【０１８５】
　また変化模様ＣＰは、第８の実施の形態における数字ＮＭ及び第９の実施の形態におけ
るマークＭＫと同様、幅方向に関し、テープセンサ３８及び３９による検出光の照射箇所
から外れた位置にそれぞれ付されている。
【０１８６】
　以上の構成において、第１０の実施の形態では、上側テープ９３４及び９３５の中間部
に、長手方向に沿って徐々に変化する変化模様ＣＰを連続的に付した。
【０１８７】
　これにより第１０の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に保守作業等において保
守作業員が各テープを容易に視認することができる。
【０１８８】
　また第１０の実施の形態では、各テープの地色を透明とし、変化模様ＣＰをテープセン
サ３８及び３９による検出光の照射箇所から外れた位置に付したことにより、当該検出光
の透過性を考慮することなく、視認性の高い色彩を採用することができる。
【０１８９】
　さらに第１０の実施の形態では、各テープに長手方向に沿って徐々に変化する変化模様
ＣＰを付したことにより、各テープを走行させた際に、変化模様ＣＰがアニメーションの
ように変化する様子を見せることができる。変化模様ＣＰにおける変化の速度は、各テー
プの走行速度に比例し、また各テープの走行が不安定であれば、変化模様ＣＰにおける変
化の様子も不安定となる。
【０１９０】
　このため第１０の実施の形態では、保守作業において保守作業員が目視しながら一時保
留部１５の動作状態を確認する際に、変化模様ＣＰが正しく動いて見えるか否かにより、
各テープが正しく安定して走行しているか否かを判断することができ、保守作業における
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作業性を高めることができる。
【０１９１】
　その他の点についても、この第１０の実施の形態では、第１の実施の形態と同様の作用
効果を奏し得る。
【０１９２】
　以上の構成によれば、第１０の実施の形態では、上側テープ９３４及び９３５の中間部
において、地色を透明とし、識別性の高い色彩でなり長手方向に沿って徐々に変化する変
化模様ＣＰを、各テープセンサの検出光の照射位置を避けた位置に連続的に付した。これ
により第１０の実施の形態では、テープセンサ３８及び３９により遮光領域ＳＨの有無を
確実に検出して始端部及び終端部を正しく認識しながら、保守作業員に対する各テープの
視認性を高め、また変化模様ＣＰが変化する様子から各テープの走行状態を判断させるこ
ともできるので、保守作業の作業性を高めることができる。
【０１９３】
［１１．他の実施の形態］
　なお上述した第１の実施の形態においては、上側テープ３４及び３５並びに下側テープ
４３及び４４におけるそれぞれの始端部及び終端部に適宜遮光領域ＳＨを形成し、テープ
センサ３８、３９、４７及び４８によりこれを検出するようにした場合について述べた。
【０１９４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばドラム３１、上側リール３２及び３３並び
に下側リール４１及び４２に回転数計を取り付けることにより各テープの引き出した長さ
を認識するようにした場合に、各テープの始端部及び終端部に適宜遮光領域ＳＨを形成し
ないようにしても良い。この場合、各テープセンサを省略することができ、また上側テー
プ３４及び３５の中間部に着色する色彩については、検出光の透過色である必要がなくな
り、視認性を重視して選定することができる。第４～第１０の実施の形態についても同様
である。
【０１９５】
　また上述した第２の実施の形態においては、上側テープ１３４及び１３５の非照射領域
ＮＲに共通且つ単一の色彩を付すようにした場合について述べた。
【０１９６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、上側テープ１３４及び１３５の非照射領域ＮＲに
対し、第５～第１０の実施の形態のように種々の色彩、模様、文字や図形等を付すように
しても良く、また第４～第６の実施の形態のように上側テープ１３４及び１３５で互いに
異なる色彩や模様、文字や図形等を付すようにしても良い。第３の実施の形態についても
同様である。
【０１９７】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、上側テープ２３４の中間部における照射
領域ＩＲを無職透明とするようにした場合について述べた。
【０１９８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば照射領域ＩＲに、各テープセンサの検出光
を透過する色彩を付すようにしても良い。この場合、上側テープ２３４の視認性をさらに
高めることができる。上側テープ２３５や第３の実施の形態についても同様である。
【０１９９】
　さらに上述した第３の実施の形態においては、上側テープ２３５の終端部２３５Ｅに遮
光領域ＳＨを形成しないようにした場合について述べた。
【０２００】
　しかしながら本発明はこれに限らず、上側テープ２３５の終端部２３５Ｅにも上側テー
プ２３４の終端部２３４Ｅと同様のパターンでなる遮光領域ＳＨを形成するようにしても
良い。これにより、上側テープ２３５のみについて始端部２３５Ｓ及び終端部２３５Ｅを
独立して検出することができる。
【０２０１】
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　さらに上述した第３の実施の形態においては、上側テープ２３４及び２３５の始端部及
び終端部に所定パターンでなる遮光領域ＳＨを形成するようにした場合について述べた。
【０２０２】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば上側テープ２３４及び２３５における始端
部と終端部との中間点や、ドラム３１に紙幣を巻き付けたときの所定枚数ごとの区切りに
相当する箇所等に、始端部及び終端部と異なるパターンの遮光領域ＳＨをそれぞれ形成す
るようにしても良い。これにより、各リールからの各テープの引き出し量をより細かく検
出することができる。
【０２０３】
　さらに上述した第４の実施の形態においては、上側テープ３３４及び上側テープ３３５
の間で色彩を互いに相違させるようにした場合について述べた。
【０２０４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば上側テープ３３４と下側テープ４３との間
で色彩を互いに相違させるようにしても良く、さらには上側テープ３３４及び３３５並び
に下側テープ４３及び４４の間で色彩を互いに他のいずれとも相違させるようにしても良
い。第５及び第６の実施の形態についても同様である。
【０２０５】
　さらに上述した第５の実施の形態においては、上側テープ４３４と上側テープ４３５と
の間で縞模様の方向を相違させるようにした場合について述べた。
【０２０６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、上側テープ４３４と上側テープ４３５との間で縞
模様の方向を統一するようにしても良い。第６の実施の形態についても同様である。
【０２０７】
　さらに上述した第５の実施の形態においては、上側テープ４３４と上側テープ４３５と
の間で縞模様を構成する直線部分及び地色部分の色彩を統一するようにした場合について
述べた。
【０２０８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば上側テープ４３４と上側テープ４３５との
間で、縞模様を構成する２種類の色彩の少なくとも一方を相違させるようにしても良い。
第６の実施の形態についても同様である。
【０２０９】
　さらに上述した第５の実施の形態においては、上側テープ４３４及び上側テープ４３５
の中間部に付す縞模様を、２種類の色彩の組み合わせにより構成した場合について述べた
。
【０２１０】
　しかしながら本発明はこれに限らず、当該縞模様を３種類以上の色彩の組み合わせによ
り構成するようにしても良い。この場合、各色彩がテープセンサ３８及び３９の検出光を
透過するものであれば良い。第６の実施の形態についても同様である。
【０２１１】
　さらに上述した第７の実施の形態においては、上側テープ６３４及び６３５の中間部に
、始端部と終端部との間で段階的に切り替わるように複数の色彩を付した場合について述
べた。
【０２１２】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば図１２と対応する図１６に示すように、上
側テープ６３４及び６３５とそれぞれ対応する上側テープ１０３４及び１０３５の中間部
に、始端部と終端部との間で連続的に変化するように複数の色彩を付しても良い。或いは
、始端部と終端部との間で段階的に切り替わるように複数の模様を付しても良い。この場
合、各色彩がテープセンサ３８及び３９の検出光を透過するものであれば良い。
【０２１３】
　さらに上述した第８の実施の形態においては、上側テープ７３４及び７３５の各中間部
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における地色部分を透明とするようにした場合について述べた。
【０２１４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、各中間部における地色部分に対し、第１及び第４
～第７の実施の形態のように、テープセンサ３８及び３９の検出光を透過する種々の色彩
や模様を付すようにしても良い。第９及び第１０の実施の形態についても同様である。
【０２１５】
　さらに上述した第８の実施の形態においては、数字ＮＭに対し視認性が高くテープセン
サ３８及び３９の検出光を透過しないような色彩を付すようにした場合について述べた。
【０２１６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、数字ＮＭに対しテープセンサ３８及び３９の検出
光を透過するような色彩を付すようにしても良い。この場合、上側テープ７３４及び７３
５の幅方向に関し、テープセンサ３８及び３９による検出光の照射箇所（照射領域ＩＲ）
を含む範囲に数字ＮＭを位置させるようにしても良い。第９及び第１０の実施の形態につ
いても同様である。
【０２１７】
　さらに上述した第８の実施の形態においては、数字ＮＭを連続する値とするようにした
場合について述べた。
【０２１８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、数字ＮＭを、例えば「１、１、１、２、２、２、
３、３、３、…」のように、連続する数字をそれぞれ所定回数ずつ繰り返すようにしても
良く、或いは数字ＮＭを付する箇所をドラム３１に巻き付ける紙幣の１０枚ごとの周期と
ほぼ同等とし、「１０、２０、３０、…」ように１０ずつ繰り上がるような離散的な値と
しても良い。
【０２１９】
　さらに上述した第９の実施の形態においては、同一のマークＭＫを長手方向に沿って所
定間隔ごとに付すようにした場合について述べた。
【０２２０】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば複数種類のマークＭＫを長手方向に沿って
逐次入れ替えながら所定間隔ごとに付すようにしても良く、またその間隔を逐次変化させ
ても良い。さらには、マークＭＫ同士の間隔を、ドラム３１に巻き付ける紙幣の１枚ごと
の周期とほぼ同等とし、所定枚数ごとに異なる種類のマークＭＫを付すことにより、第８
の実施の形態と同様に、各テープの始端部又は終端部からの紙幣の枚数に換算したおおよ
その長さや、ドラム３１に巻き付けられている紙幣のおおよその枚数を識別できるように
しても良い。
【０２２１】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、一時保留部１５に２系統のテープ走行系
、すなわち２本の上側テープ３４及び３５と２本の下側テープ４３及び４４とを設けるよ
うにした場合について述べた。
【０２２２】
　しかしながら本発明はこれに限らず、一時保留部１５に１系統や３系統以上のテープ走
行系を設けるようにしても良い。第２～第１０の実施の形態についても同様である。特に
第４～第６の実施の形態において３系統以上のテープ走行系を設ける場合、各テープの色
彩や模様等を互いに相違させるようにしても良い。
【０２２３】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、上側テープ３４及び３５並びに下側テー
プ４３及び４４により紙幣を挟んでドラム３１の周囲に巻き付けるようにした場合につい
て述べた。
【０２２４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば下側テープ４３及び４４を省略し、上側テ
ープ３４及び３５によりドラム３１の周側面に紙幣を巻き付けるようにしても良い。第２
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【０２２５】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、金融機関等において顧客との間で現金に
関する取引を行う現金自動預払機１の一時保留部１５において、媒体としての紙幣を保留
するようにした場合について述べた。
【０２２６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば金融機関等において職員が現金に関する各
種処理を行うための出納システムに組み込まれる一時保留部に適用するようにしても良く
、或いは商品券や金券、入場券等のような紙葉状の媒体、或いは硬貨のような媒体を保留
する種々の装置に適用するようにしても良い。第２～第１０の実施の形態についても同様
である。
【０２２７】
　さらに上述した実施の形態においては、ドラムとしてのドラム３１と、リールとしての
上側リール３２と、テープとしての上側テープ３４とによって媒体処理装置としての一時
保留部１５を構成する場合について述べた。
【０２２８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなるドラムと、リールと、テ
ープと、によって媒体処理装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２２９】
　本発明は、紙幣等の紙状の媒体をテープと共にドラムに巻き付けて一時的に保留する種
々の装置でも利用できる。
【符号の説明】
【０２３０】
　１……現金自動預払機、１５……一時保留部、２０……一時保留部筐体、２１……制御
部、３１……ドラム、３２、３３……上側リール、３４、３５、１３４、１３５、２３４
、２３５、３３４、３３５、４３４、４３５、５３４、５３５、６３４、６３５、７３４
、７３５、８３４、８３５、９３４、９３５……上側テープ、３４Ｓ、３５Ｓ、１３４Ｓ
、１３５Ｓ、２３４Ｓ、２３５Ｓ、３３４Ｓ、３３５Ｓ、４３４Ｓ、４３５Ｓ、５３４Ｓ
、５３５Ｓ、６３４Ｓ、６３５Ｓ、７３４Ｓ、７３５Ｓ、８３４Ｓ、８３５Ｓ、９３４Ｓ
、９３５Ｓ……始端部、３４Ｅ、３５Ｅ、１３４Ｅ、１３５Ｅ、２３４Ｅ、２３５Ｅ、３
３４Ｅ、３３５Ｅ、４３４Ｅ、４３５Ｅ、５３４Ｅ、５３５Ｅ、６３４Ｅ、６３５Ｅ、７
３４Ｅ、７３５Ｅ、８３４Ｅ、８３５Ｅ、９３４Ｅ、９３５Ｅ……終端部、３８、３９、
４７、４８……テープセンサ、４１、４２……下側リール、４３、４４……下側テープ、
ＳＨ……遮光領域、ＩＲ……照射領域、ＮＲ……非照射領域、ＮＭ……数字、ＭＫ……マ
ーク、ＣＰ……変化模様。
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